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１ 歴史的風致形成建造物の維持・管理の基本的な え
歴史的風致形成建造物のうち、群馬県や前橋市の文化財保護条例、景観条例に基づいて指定されてい

る建造物及び文化財保護法に基づ 登録されている建造物については、当 法令に基づ 適 に維持・
管理を行う とを基本とする。それ 外の建造物についても、歴史的風致を形成している や価値に
基づ 適 に維持・管理を行う ととする。
適 な維持・管理は、所有者等による維持・管理を基本とし、歴史まちづくり法第 15条第 1項に基づ

く歴史的風致形成建造物の 築、改築、 、 は に る市長への届出及び 等を活用し、適 な
維持・管理を図る。また、維持・管理を行ううえで修理が必要な は、建築 や改変 歴等の調査・
記録を行 たうえで、その を に す や形 の保存 は維持に努める。
また、歴史的風致形成建造物は、 の歴史的風致を形成する重要な要 である とから、 的な
・活用を図る とにより、歴史的風致の維持 上のため、歴史的風致の維持 上に する とが期
される。 は活用にあた ては、外部から め る とがで るような を るだけではなく、
可 な り内部の に努める ととするが、所有者等の 活に を えないよう 分に協議の上、
実施する。

歴史的風致形成建造物の維持管理の
（１）県指定及び市指定文化財である歴史的風致形成建造物
県及び市指定文化財は、群馬県及び前橋市の文化財保護条例に基づく現状変更等の許可制度により保

護を図る。 れらの建造物の維持・管理は、建造物の外観及び内部ともに、現状保存 は調査に基づく修
復・復原を基本とする。
文化財の保護のために必要な 上の を る は、文化財の価値の担保に を えない範

囲で行う ととする。

（ ）登録有形文化財である歴史的風致形成建造物
登録有形文化財は、文化財保護法に基づ 適切に維持・管理を行う。 れらの建造物の維持・管理は、
建造物の外観の維持・保存を基本とし、外観の変更を伴わない部分的な改修や建築当初の外観への復原
も認める ととする。
また建造物の内部において や活用のために必要な改築は、外観やそ で行われる歴史及び
を した活 への を及 さない範囲で実施するものとする。ただし、建造物の内部において、歴
史上価値の高いものについては、所有者等と協議の上、保存に努めるものとする。

（３）景観重要建造物である歴史的風致建造物
本市には、現 景観重要建造物に指定された建造物はないが、 後指定された には、建造物の外観
の維持・保存を基本とし、 な景観に した修理を行う。
外観の変更を伴わない部分的な改修や建築当初の外観への復原も認め、建造物の内部においては、
や活用のために必要な改築は、外観やそ で行われる歴史及び を した活 への を及
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さない範囲で実施するものとする。ただし、建造物の内部において、歴史上価値の高いものについては、
所有者等と協議の上、保存に努めるものとする。

（４）前橋市景観資産である歴史的風致形成建造物
建造物の外観を主対象とした維持及び保存を基本とする。改修時は、外観の変更を伴わない部分的な改
修や建築当初の外観への復原に努めるものとする。建築物の内部についても、建造物の維持や管理のた
めに必要な改造を認め、歴史上価値の高いものについては、所有者等と協議の上、保存に努めるものとす
る。

（５）その他の歴史的風致形成建造物
歴史的風致形成建造物のうち指定文化財等でない建造物の維持・管理は、建造物の外観の維持及び保

存を基本とする。また、計画期間後も建造物の保護を図るため、適切な調査等を実施してその価値を明ら
かにするとともに、登録有形文化財や市指定文化財として登録・指定するよう努めるものとする。
民間が所有する建造物の修理等は、補助制度を活用して所有者の負担軽減に努めるとともに、関連す

る審議機関や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものとする。

３ 届出が不要の行為
下記①～⑥の行為は、各法律・各条例の規定に基づいて対応がなされるため、歴史まちづくり法第 15

条第１項第１号及び同法施行令第３条第１号の規定に基づく届出は不要とする。

① 文化財保護法第 57条第 1項に基づく登録有形文化財で、同法第 64条第 1項の規定に基づく現状
変更の届出をして行う行為。

② 群馬県文化財保護条例第４条第１項に基づく県指定文化財については、同条例第 17 条第 1 項の
規定に基づく現状変更等の許可を受け行う行為、もしくは第 18 条第１項の規定に基づく修理の
届出をして行う行為。

③ 前橋市文化財保護条例第３条第 1項に基づく市指定文化財については、同条例施行規則第６条第
１項の規定に基づく現状変更等の許可を受け行う行為。

④ 景観法第 19条第１項に基づく景観重要建造物においては、第 22条第１項の規定に基づく現状変
更の許可を受け行う行為。

⑤ 前橋市景観資産登録制度実施要綱に基づく景観資産においては、第 9条第 1項の規定に基づく現
状変更の届出をして行う行為。

⑥ その他、市長が必要と認めて行う行為。
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